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序章 はじめに

日本のコンビニエンスストアは，バブル経済崩壊後に百貨店ならびに総合スーパーを含むスー

パーマーケットといった他小売業態が競争激化と売上減少に苦しむ中においても成長を続けてき

た。コンビニエンスストアはスーパーマーケットのように店舗を自社社員が運営するレギュラー

チェーン形態でなく，店舗経営したい人を募る形でフランチャイズチェーン契約を結び，実際の

店舗運営は加盟店経営者に任せる小売業態である。すなわちコンビニエンスストアの場合には本

部と加盟店の経営主体が別であるため，本部の方針通りに加盟店が店舗運営するとは限らない。

そのことが本部と加盟店との間にコンフリクトが発生する危険性を伴う。

そこで本稿では，本部と加盟店との間のコンフリクト発生を防いでいるといわれる粗利益分配

方式のロイヤルティシステムとインセンティブ等の理論が，平均日販や既存店売上高が低迷・減

少する現在においても有効に機能しているかどうかを検証するものである。

第１章 コンビニエンスストアの現状と業態特性

１節 コンビニエンスストアの現状

本節ではコンビニエンスストアがバブル経済崩壊後も成長し続けていることをみていく。

コンビニエンスストア全体の店舗数ならびに売上高をみていく際には，経済産業省の「商業統

計調査」ならびに「商業動態統計調査」，日本フランチャイズチェーン協会の「コンビニエンス

ストア統計データ」，日経MJの「コンビニエンスストア調査」の４つがある１。

経済産業省「商業統計調査」は，国が全小売業を対象に調査しているものであるが，２年もし

51



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000
売上高（10億円）店舗数 店舗数 売上高

19
81
年
度

19
82
年
度

19
83
年
度

19
84
年
度

19
85
年
度

19
86
年
度

19
87
年
度

19
88
年
度

19
89
年
度

19
90
年
度

19
91
年
度

19
92
年
度

19
93
年
度

19
94
年
度

19
95
年
度

19
96
年
度

19
97
年
度

19
98
年
度

19
99
年
度

20
00
年
度

20
01
年
度

20
02
年
度

20
03
年
度

20
04
年
度

20
05
年
度

20
06
年
度

20
07
年
度

20
08
年
度

20
09
年
度

20
10
年
度

20
11
年
度

くは３年ごとに調査がおこなわれているものであり毎年の数値を把握することができない。また

最新の調査は２００７年におこなわれたものが最後である。同省の「商業動態統計調査」は１９９７年

４月からの数値が毎月公表されており，５００店舗以上を展開するコンビニエンスストア企業本部

に対して調査したものである。日本フランチャイズチェーン協会の「コンビニエンスストア統計

データ」は１９９８年からの数値が公表されている。日経MJの「コンビニエンスストア調査」は

１９８１年からの数値が公表されている。

以上のことから本章で扱う数値は最も古くからの数値が把握できる日経MJ「コンビニエンス

ストア調査」を中心にみていく。ただし日経MJ「コンビニエンスストア調査」では既存店売上

高を把握することが困難なため，日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計

データ」も利用する。

図表１―１の日経MJ「コンビニエンスストア調査」によると，コンビニエンスストアの店舗数

は１９８１年度の４９０７店舗から２０１１年度は４万８１３９店舗へと９．８倍に増加し，同売上高は１９８１

年度の６２３０億円から２０１１年度は９兆１７７０億円へと１４．７倍に増加している。店舗数は１９８７年

度と２００２年度の２回減少しているが，それ以外の年度は増加している。売上高は１９９９年度に１

回だけ減少しているが，それ以外の年度は増加している。百貨店の売上高が１９９８年から１４年連

続で減少していることと比較するとコンビニエンスストアがいかに成長しているかわかる。総合

スーパーを含むスーパーマーケットの数値は日本チェーンストア協会の「販売統計」で把握可能

図表１―１ コンビニエンスストアの店舗数・売上高の推移

出所：日経MJ（流通新聞）「コンビニエンスストア調査（各年）」
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であるが，同協会にはホームセンター，飲食店，１００円ショップ，生協といった企業も加盟して

いるため純粋なスーパーマーケットの数値として把握することができないために比較しない。

他小売業態と比較して成長しているコンビニエンスストアであるが，問題がないわけではな

い。それは店舗数増加による同業態間競争と他小売業態との価格競争に伴う既存店売上高の低迷

である。

図表１―２によると，２０００年以降で既存店売上高が前年を上回ったのは２００８年と２０１１年の２

回だけである。すなわち売上高増加は店舗数増加によるものである。

店舗数と全店舗売上高１位のセブン―イレブン・ジャパン（以下，セブン―イレブンとする）で

も，図表１―３の通り，２０００年度以降で既存店売上高が前年を上回ったのは，２００８年度，２０１０年

度，２０１１年度の３回のみである。

２０００年以降のコンビニエンスストアは市場全体ならびに各チェーンにとっても厳しい状況に

あることがわかる。

２０１１年度のコンビニエンスストア上位１０チェーンの単体の全店舗売上高ランキングは図表１―

４である。

図表１―２ コンビニエンスストア既存店売上高前年比の推移

出所：日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計データ」
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社 名 本社（本部） 全店舗年間売上高（百万円） 期末店舗数

１ セブン―イレブン・ジャパン 東京都 ３，２８０，５１２ １４，００５

２ ローソン 東京都 １，８２５，８０９ １０，３１０

３ ファミリーマート 東京都 １，５３４，６５２ ８，１６４

４ サークル Kサンクス 東京都 ８９６，４０３ ５，０８４

５ ミニストップ 千葉県 ３５５，５２５ ２，０４６

６ デイリーヤマザキ 千葉県 ２２１，９３３ １，５８５

７ セイコーマート 北海道 １８１，９８７ １，１３４

８ スリーエフ 神奈川県 １０６，３５５ ６３９

９ ポプラ 広島県 ９２，４３２ ７００

１０ JR東日本リテールネット 東京都 ８７，００４ ４６８

図表１―３ セブン―イレブンの既存店売上高前年比の推移

出所：「決算資料」。「コーポレートアウトライン」。

図表１―４ コンビニエンスストア上位１０チェーン（単体）の全店舗売上高ランキング

出所：日経MJ（流通新聞）２０１２年７月２５日「コンビニエンスストア調査」
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２節 業態特性

１項 フランチャイズチェーンの特性

コンビニエンスストアはスーパーマーケット等のチェーンストアと異なり，本部と店舗の経営

主体が別である，フランチャイズチェーン方式を採用している。スーパーマーケットは基本的に

本部と店舗の経営主体が同一であり，本部企業が出店費用と運営経費のすべてを負担するのに対

し，コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーン方式では，加盟店が同費用を負担する。

そのため本部企業側は出店に際し大きな費用を負担する必要がない。

日本フランチャイズチェーン協会では，『フランチャイズとは，事業者（「フランチャイザー」

と呼ぶ）が他の事業者（「フランチャイジー」と呼ぶ）との間に契約を結び，自己の商標，サー

ビスマーク，トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識，および経営のノウハウを用い

て，同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え，一方，フランチャイ

ジーはその見返りとして一定の対価を支払い，事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの

指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。』と定義づけしている２。

従って既存店売上高が前年割れすることは，本部よりも店舗を運営する加盟店にとって大きな

問題となる。なぜなら本部は店舗数増加により売上増加も可能であるが，加盟店は店舗数増加に

より同業態間の競争が激化するからである。この場合の同業態間競争とは，他のコンビニエンス

ストアチェーンとの競争もあれば，同じチェーンが近くに出店することによる同チェーン間競争

もある。他チェーンとの競争であれば，チェーン独自のオリジナル商品３で他チェーンと差別化

することも可能であるが，同チェーン間競争では取扱商品がほとんど同じであるだけに品揃えや

接客サービス等の優劣が売上に大きく影響する。

コンビニエンスストアは本部と店舗の経営主体が別であるため，チェーン本部は新規出店を続

けて店舗数を増やせばチェーン全体の売上も増加することができる。しかしながら加盟店にとっ

ては店舗数が増加すればするほど競争が激化し売上減少につながる。既存店売上高が減少する時

代において，店舗数増加に対する本部と加盟店の考えは明らかに異なる。異なるだけでなくそれ

が本部と加盟店のコンフリクトにつながる可能性がある４。

２項 コンビニエンスストアの業態特性

コンビニエンスストアは，他のフランチャイズチェーンと異なる業態特性がある。それは前述

したフランチャイズの定義のところに記載されている一定の対価（以下，ロイヤルティとする）

の料率が他業種・他業態よりも大きい点であり，もうひとつは本部による加盟店への指導・援助

（以下，店舗経営指導とする）の密度が濃い点である。

コンビニエンスストア以外のフランチャイズチェーンのロイヤルティは，売上高に一定のロイ

ヤルティ率を乗じるものが多数であるが，コンビニエンスストアの場合，加盟店の１ヵ月の売上

総利益５に対してロイヤルティを乗ずるものである。ロイヤルティはこの２つ以外にも，毎月定

額のロイヤルティを支払う形態もある。
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そこでコンビニエンスストア上位３チェーンのロイヤルティシステムを比較してみる。セブ

ン―イレブンのロイヤルティシステムは図表１―５である。

Aタイプの場合は月間売上総利益がいくらであろうがロイヤルティ率は一定であるが，Cタイ

プの場合には月間売上総利益が多くなるほどロイヤルティ率が高くなる逓増型ロイヤルティであ

る。

仮に１日の売上高を６０万円，１ヵ月を３０日間，売上原価を売上高の７０％とし，Cタイプで

２４時間営業と仮定して計算すると図表１―６のようなロイヤルティ率となる。

コンビニエンスストアに加盟すると，独立の中小小売業と異なり本部が仕入商品リストの作

加盟店契約のタイプ ロイヤルティ率

Aタイプ ４３％

Cタイプ

月間売上総利益が２５０万円以下の部分 ５４％

同利益が２５０万円を超えて４００万円以下の部分 ６４％

同利益が４００万円を超えて５５０万円以下の部分 ６９％

同利益が５５０万円を超える部分 ７４％

図表１―５ セブン―イレブンのロイヤルティ率

注１：Aタイプとは，店舗の土地と建物を加盟店が用意し，販売計器やコンピュータ等のみを本部が用意する形態。
Cタイプとは，店舗の土地と建物も本部が用意する形態。

注２：表のロイヤルティ率は２４時間営業の店舗向けであり，同営業以外の場合にはロイヤルティ率が２ポイント増える。
出所：『有価証券報告書』。「セブン―イレブン フランチャイズ契約の要点の概説」。「セブン―イレブン フランチャイズ Cタイ

プ契約の要点の概説」。

図表１―６ ロイヤルティの事例計算

月間売上高：６０万円×３０日＝１８００万円

月間売上総利益：１８００万円×（１００％－７０％）＝５４０万円

月間売上総利益が２５０万円以下の部分：

２５０万円×５４％＝１３５万円

月間売上総利益が２５０万円を超えて４００万円以下の部分：

（４００万円－２５０万円）×６４％＝９６万円

月間売上総利益が４００万円を超えて５５０万円以下の部分：

（５４０万円－４００万円）×６９％＝９６．６万円

本部へのロイヤルティ：

１３５万円＋９６万円＋９６．６万円＝３２７．６万円

［月間売上総利益に対するロイヤルティ比率：６０．７％］

加盟店利益

５４０万円－３２７．６万円＝２１２．４万円

［月間売上総利益に対する加盟店利益率：３９．３％］
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成，仕入代金の一括支払い，仕入代金の支払いが足りない場合にはオープンアカウント制度によ

り本部が加盟店に金銭を貸し付ける制度６，本部による店舗経営指導等があるとはいえ，Cタイ

プで上記の店舗の場合に月間売上総利益の約６０％を本部にロイヤルティとして支払わなくては

ならない。競争が激しく既存店売上が低迷している中において，このロイヤルティ率に対し加盟

店の不満が募るのは理解できる。さらに自分の店舗からそれほど離れていない場所に同チェーン

の店舗が出店された場合の加盟店の不満は計り知れない。

ファミリーマートのロイヤルティシステムはセブン―イレブンと似ている。

これに対し，ローソンのロイヤルティ率は上記２社と異なっている。

ローソンの場合，２０１１年度までは，セブン―イレブンやファミリーマートと異なり，本部が土

地と店舗を用意した場合でも総荒利益高によってロイヤルティ率が高くなる逓増型でなく一定の

ロイヤルティ率であった。しかしながら２０１２年度から総荒利益高によりロイヤルティ率が変動

するシステムに変更になった。セブン―イレブン，ファミリーマートと異なるのは，総荒利益高

加盟店契約のタイプ ロイヤルティ率

１FC−A ３５％

１FC−B ３８％

１FC−C ４８％

２FC−N

開店から５年目まで 開店６年目以降

月間営業総利益が３００万円以下の部分 ４８％ ４６％

同利益が

３００万１円以上４５０万円以下の部分
６０％ ５７％

同利益が４５０万１円以上の部分 ６５％ ６１％

加盟店契約のタイプ ロイヤルティ率

FC−B４ 総荒利益高の３４％

FC−G ４５％

FC−C５ ５０％

図表１―７ ファミリーマートのロイヤルティ率

注１：１FC−Aとは，土地・建物，店舗工事費用の全てを加盟店が用意する形態。
注２：１FC−Bとは，土地・建物を加盟店が用意し，店舗工事費用の一部を本部が負担する形態。
注３：１FC−Cとは，土地・店舗を本部が用意し，内装設備工事費用を加盟店が負担する形態。
注４：２FC−Nとは，土地・店舗，店舗工事費用の全てを本部が用意する形態。同タイプは２００６年度から開始されたものであ

り，それ以前は開店からの年数に関係ないロイヤルティ率であった。
出所：『有価証券報告書』。「ファミリーマート コンビニエンスストア経営のご案内」

図表１―８ ２０１１年度までのローソンのロイヤルティ率

注１：FC−B４は加盟店が土地と建物を用意し，本部が販売用設備を貸与する形態。
注２：FC−Gは本部が店舗と販売用設備を用意し，加盟店が営業保証金（平均月間売上高の２ヵ月分）を預託する形態。
注３：FC−C５は本部が店舗と販売用設備を用意する形態。
出所：『有価証券報告書』。「ローソン フランチャイズシステムのご案内」
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が高くなるほどロイヤルティ率が高くなる逓増型でない点である。総荒利益高が平均的な加盟店

よりも多い場合には，逆にロイヤルティ率を低くすることで加盟店経営者のインセンティブをよ

り引き出そうとするものである。

それではコンビニエンスストア以外のフランチャイズチェーンのロイヤルティ率はどのように

なっているのであろうか。

コンビニエンスストアのロイヤルティ率と図表１―１０を比較しても，ロイヤルティを算出する

基準が，月間売上総利益と月間売上高で異なるため比較できない。そこでコンビニエンスストア

のロイヤルティを月間売上高比率にしたものが図表１―１１である７。

図表１―１０と図表１―１１を比較すると明らかにコンビニエンスストアのロイヤルティ率が高いこ

とがわかる。ロイヤルティ率が高いだけでなく，セブン―イレブンとローソンでは，同率が高く

加盟店契約のタイプ ロイヤルティ率

FC−B４ ３４％

FC−Cn

総荒利益高が３００万円以下の部分 ４５％

同利益が３００万円を超えて４５０万円以下の部分 ７０％

同利益が４５０万円を超える部分 ６０％

業 態 企 業 名 ロイヤルティ率（額） 広告宣伝費率 販促金比率

１００円ショップ

オースリー 無し

キャンドゥ 無し

セリア ３万円

ハンバーガー

ファーストキッチン ４％

モスバーガー １％ １％

ロッテリア ３％

コーヒー
タリーズコーヒー ５％ ２．５％

ドトールコーヒー ２％

ピ ザ
ストロベリーコーンズ ８万円

ピザーラ ２．５％

牛 丼
なか卯 ２％

�野家ディー・アンド・シー ３％ １％

図表１―９ ２０１２年度からのローソンのロイヤルティ率

出所：「ローソン オーナー募集のご案内 ２０１１―２０１２」

図表１―１０ 他業態・業種のロイヤルティ例

注１：ロイヤルティ率（額）は月間売上高に対する比率（額）。
注２：ピザーラのロイヤルティ率は２．５％であるが，月間１５万円が上限。
出所：商業界編（２００６）『日本のフランチャイズチェーン ２００６年版』商業界
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なる傾向にある。これはセブン―イレブンの場合，新規加盟店の多くが Cタイプでの出店による

ものだからと考えられる。

第２章 先行研究のまとめ

コンビニエンスストア本部と加盟店との間にはフランチャイズチェーンシステムであるがゆえ

にコンフリクトが発生しやすい。そこで本章ではこのコンフリクトの発生を抑えるために本部が

採用しているシステムと，本部と加盟店との共存共栄の理論の先行研究についてまとめる。

１節 粗利益分配方式のロイヤルティシステムの優位性

金氏は，コンビニエンスストア特有の粗利益分配方式のロイヤルティシステム８を，本部と加

盟店に対し利益を重視する発想をもたらすだけでなく，その発想を本部と加盟店が共有できる

「目標共有の仕組み」をもたらしているとしている９。

ロイヤルティシステムには大きく，売上分配方式，定額方式，粗利益分配方式の３つがあ

る１０。売上分配方式は売上金額の一定割合をロイヤルティとして徴収するものであり，ハンバー

ガーチェーン，コーヒーチェーン，牛丼チェーン等で採用されている。定額方式は売上に関係な

く，毎月一定額をロイヤルティとして徴収するものであり，セリア，ストロベリーコーンズ等で

採用されている。

売上分配方式の場合，売り出し等で通常よりも安い価格で商品を販売したり，加盟店が死に筋

図表１―１１ コンビニエンスストア上位３社の売上高ロイヤルティ率の推移

出所：『有価証券報告書』，「決算説明資料」等を参照し作成
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商品を売り切るために利益ゼロで販売した分に対しても一定のロイヤルティ率が課せられる点に

問題がある。この場合，本部がより多くのロイヤルティを徴収しようとして，頻繁な売り出しを

おこなう危険性が伴う。売り出しをおこなう場合には，仕入価格も引き下げないと，加盟店は

「利益無き繁盛」となりかねず，本部と加盟店の間にコンフリクトが発生しやすい状況が発生す

る。

定額方式の場合，本部は毎月一定額のロイヤルティを徴収できるため，加盟店への支援を怠り

がちとなる危険性がある。それだけでなく本部はロイヤルティを増やすために加盟店開拓のみに

注力する危険性もある。

粗利益分配方式の場合，加盟店の月間売上総利益を本部と加盟店が分け合う形になるため，本

部と加盟店の双方が売上でなく，より多くの売上総利益を確保するという目標の共有が可能とな

る。売上増加のために安売りしても，それにより売上総利益が減少してしまえば，本部が徴収す

るロイヤルティと加盟店が得る利益の双方が減少することがあるため，いかに売上総利益を確保

するかが双方の共通課題として共有されるということである。本部と加盟店の経営主体が異なる

だけでなく，加盟店同士の経営主体も異なるというコンビニエンスストアにとって，加盟店同士

が売上確保のために価格競争することなく，売上総利益を確保するために価格競争しないという

目標を共有できることは本部と加盟店双方の発展にとって欠かすことのできないものである。

そうした点において，粗利益分配方式のロイヤルティシステムはコンビニエンスストアに最も

適したロイヤルティシステムであると考えられる。

２節 資源制約説とインセンティブ説

高岡氏は，資源制約説とインセンティブ説という理論を基に本部と加盟店の相互補完関係によ

りコンビニエンスストアのフランチャイズチェーンシステムが機能してきたとしている１１。

コンビニエンスストア本部は，店舗展開に必要な土地の購入と店舗の建設資金を持っていな

かったため，中小小売業を経営していた経営者の土地と資金に頼る必要があったというのが，資

源制約説である。ただセブン―イレブン（設立当時の社名はヨークセブンで１９７８年に現社名に変

更）はイトーヨーカ堂が親会社であったため，資金不足であったとは考えられないと思うかもし

れない。ヨークセブンは１９７３年に資本金１億円で設立されたが，ヨークセブン設立当時のイ

トーヨーカ堂の資本金は前年の５億４００万円から１０億円に増資されたばかりであり，ファミ

リーレストランのデニーズもヨークセブンと同年に設立されている。ヨークセブンとデニーズが

設立される前年の１９７２年のイトーヨーカ堂の当期純利益は７億１００万円であったことから，親

会社であるイトーヨーカ堂からの大きな資金援助は望めない状況にあったと考えてよい１２。そこ

で既存の中小小売業が有していた店舗をコンビニエンスストアに転換することにより，出店資金

の制約を克服しようと考えた。フランチャイズチェーンシステムは，店舗の所有権と店舗運営権

が中小小売業側に残ったままであるため，中小小売業側にもフランチャイズチェーンシステムに
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参加しやすい状況を作った。それに対し，中小小売業から店舗の所有権と店舗運営権を買い取っ

た場合には大きな資金が必要となると共に，中小小売業側からの反発も大きかったと考えられ

る。

他方，中小小売業は総合スーパーやスーパーマーケット等の成長・発展により売上の伸び悩み

や競争激化にさらされており，それへの対応として近代的な経営ノウハウを持つコンビニエンス

ストアのフランチャイズチェーンに加盟することで生き残りを図ったのである。すなわち本部は

資金の不足と人員の不足を中小小売業に補完してもらい，中小小売業は近代的な経営ノウハウの

不足を本部に補完してもらうという形での相互補完関係が形成されたのである。

インセンティブ説とは，関係各企業が望ましいサービス水準を提供することによって，システ

ム全体が高い効率性を達成する実現を求めることにある。加盟店経営者は自分の店舗であること

から，直営店の社員よりも店舗運営に対するインセンティブが高い点を利用する理論である。し

かしながら加盟店は自らの店舗の収益を上げようとするため，本部の方針に沿わない行動をおこ

す恐れがある。そこでセブン―イレブンは，その欠点を粗利益分配方式のロイヤルティシステ

ム，本部による水道光熱費の８０％負担，店舗経営指導員１３による加盟店のモニタリング機能に

より補っている。

第３章 先行研究に対する検証

金氏は粗利益分配方式のロイヤルティシステムの優位性，高岡氏は資源制約説とインセンティ

ブ説により，コンビニエンスストアが成長・発展したと説明している。２氏の説はコンビニエン

スストアが成長・発展していく際には大きな役割を果たしたが，２０００年以降の既存店売上高が

前年割れする時代においても，この説が有効に作用しているか本章で検証していく。

１節 粗利益分配方式のロイヤルティシステムの優位性の検証

粗利益分配方式のロイヤルティシステムが，他のロイヤルティシステムより優位であるかどう

かを検証する術はない。セブン―イレブン，ローソン，ファミリーマート，サークル Kサンク

ス，ミニストップの上位５チェーン全てが粗利益分配方式のロイヤルティシステムを採用してい

る。これら上位５チェーンの本部が粗利益分配方式を採用していることは，他のロイヤルティシ

ステムより優れていると考えてよい。

ただし，本部が土地と店舗を用意して出店するタイプの逓増型ロイヤルティには問題点がある

と考える。同タイプがなぜ逓増型ロイヤルティなのかというとコンビニエンスストア１店舗を出

店するのに数千万円必要だといわれているからである１４。そのため同費用を回収するために月間

売上総利益の高い加盟店ほどロイヤルティ率を高くしていると考えられる。月間売上総利益が少

ない加盟店にも高いロイヤルティ率を求めた場合，加盟店の運営や経営者の生活に影響をおよぼ

す恐れがあるため，同利益の少ない金額部分のロイヤルティ率は低くし，逆に同利益が増えるに
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従いロイヤルティ率を高めることで出店費用の早期回収を目指すものである。これは本部と加盟

店との共存共栄を考慮したロイヤルティである。

しかしながらこのロイヤルティ率が公平なものであるかどうかについては疑問が残る。なぜな

ら月間売上総利益が高い加盟店は，売上も高く効率的な経営をおこなっている加盟店であり，そ

の努力に対しより高いロイヤルティ率を乗ずることに対し加盟店からの反発が起こることが考え

られるからである。さらにいえば売上や売上総利益が少ない加盟店からの低いロイヤルティを，

それが高い加盟店からのロイヤルティで埋め合わせているのではないかと，加盟店に思われると

不公平感につながる。それぞれの加盟店の経営主体が別であるというフランチャイズチェーンシ

ステムということを考慮した場合，本部が加盟店全体として採算を合わせようとする考えは反発

を招きやすい。

２節 資源制約説とインセンティブ説の優位性

インセンティブ説の優位性を説明するために，高岡氏は直営店と加盟店双方の売上高の伸長率

を使っている。コンビニエンスストアの平均日販や既存店売上高が増加している時期には，同数

値を使って説明することは可能である。しかしながら平均日販や既存店売上高が低迷・減少して

いる時期に，同数値を使っても説明したことにならないと考える。そこで本節では各年度の加盟

店店舗数比率と加盟店売上高比率を使って説明する。すなわちチェーン全店舗数に占める加盟店

店舗数比率とチェーン全店舗売上高に占める加盟店売上高比率を求め，加盟店店舗数比率よりも

加盟店売上高比率の方が高ければ，加盟店経営者によるインセンティブ説が有効であると考える

ものである。

図表３―１の通り，セブン―イレブンにおいては，１９８７年度と２０１０年度の２回を除いて，同店

舗数比率より同売上高比率が上回っている。１９８７年度は同店舗数比率が９２．３％から９７．６％へ

と５．３ポイントも上昇したことが要因だと考えられる。この上昇は直営店が２２８店から８０店へ

と急激に減少したこと，すなわち直営店を加盟店に移行したものの，それに伴い店舗の運営主体

が本部から加盟店へと転換したことによる運営の混乱によるものだと考えられる。そのように考

えるとセブン―イレブンでは２０１０年度を除くとインセンティブ説が有効に機能していると考えて

よい。

図表３―２の通り，ファミリーマートにおいては，１９９２年度，２００１年度，２０１０年度，２０１１年度

の４回を除いて，同店舗数比率より同売上高比率が上回っている。

またセブン―イレブンは同店舗数比率が同売上高比率を上回ったのは２回であるが，ファミ

リーマートは４回ある。２回の差であるが，これが１位チェーンと３位チェーンの差なのかもし

れない。さらにファミリーマートはここ２年連続で同店舗数比率の方が上回っている点に今後注

意してみていく必要がある。

この２社のデータからすると，加盟店経営者が自分の店舗であるため直営店の社員よりも頑張
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図表３―１ セブン―イレブンの加盟店店舗数比率と加盟店売上高比率の推移

出所：『有価証券報告書』。「決算公告」。

図表３―２ ファミリーマートの加盟店店舗数比率と加盟店売上高比率の推移

出所：『有価証券報告書』。日経MJ「コンビニエンスストア調査」。
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るというインセンティブ説が有効に機能していることを示している。ただし加盟店であった店舗

が経営不振により直営店に転換する事例が少なくない点や直営店と加盟店の平均売場面積の差が

あった場合に，この比率の差がインセンティブ説の有効性を説明しているかどうかという疑問は

残る。

２０１０年度はセブン―イレブン，ファミリーマートの両チェーン共に同店舗数比率が上回ってい

ることは，競争激化に伴う既存店売上高の低迷ならびにコンビニエンスストア市場の成熟により

インセンティブ説の有効性が機能しなくなってきたということを示しているのかもしれない。

資源制約説に関しては，チェーン本部が加盟店による出店ならびに店舗運営に依存する必要が

ない程に成長したとしても，既存の加盟店を全て直営店に転換するために土地や店舗を買い取る

費用や難航する交渉を考えると加盟店経営を続け，インセンティブ説を活用するのが最善である

と考えられる。

店舗経営指導員によるモニタリングの弊害事例として，２００９年に公正取引委員会がセブン―イ

レブン本部に対し，加盟店への弁当類の値引き販売を制限する同指導員の行為に対し排除措置命

令を出したことは，加盟店への行き過ぎた事例であるが，そのことがただちに資源制約説やイン

センティブ説を否定するものではない。この排除措置命令に対し，同本部は弁当類の廃棄ロスの

１５％を本部が負担する制度を取り入れ，また従来の弁当よりも消費期限の長い冷蔵弁当も導入

している。フランチャイズチェーンシステムというものである以上，本部と加盟店との間にコン

フリクトが発生しないシステムを構築することは困難であり，コンフリクトが発生した場合にそ

れをどう解決していくかが重要である。

終章 まとめ

コンビニエンスストアの成長・発展において，本部と加盟店がそれぞれに不足する資源を補完

しあう資源制約説は，お互いの必要性を認識させる大きな役割を果たした。

加盟店店舗数比率と同売上高比率を比較すると，同売上高比率が高いことから加盟店経営者に

よるインセンティブ説が有効に機能していることを明らかにした。しかしながら，競争激化や既

存店売上高の低迷によりインセンティブ説の有効性が薄れつつあることも明らかになった。

同説の有効性が薄れてきている現在，インセンティブを高める優遇策を採用する必要がある。

同政策として以前は複数店舗を経営する場合のみに優遇策が実施されていたが，ファミリーマー

トでは開店６年目以降はロイヤルティ率を軽減する，ローソンでは総荒利益高をより多くあげた

部分のロイヤルティ率を軽減するといった優遇策を実施することにより，インセンティブを高め

るシステムに変更した。すなわち競争激化や既存店売上高低迷の時代には，成長・発展の時代と

は異なる新たなインセンティブ策を実施しなければ本部と加盟店の共存共栄をはかることができ

なくなってきていることを示している。

従来よりもインセンティブを高める最も有効な方策は，ロイヤルティ率を低減することであ
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り，中でも本部が土地と店舗を用意するタイプにおける逓増型ロイヤルティ率の低減である。そ

れにより本部の営業収入は一時的に減少したとしても，加盟店との共存共栄をはかるために必要

な方策だと考える。

本稿は，沖縄国際大学特別研究費（その他の研究）の助成を受けた研究成果であり，その助成

に対し感謝の意を申し上げる。

注

１ 上記４つの資料以外にも「MCR統計」という統計があり，商業界編『コンビニ』で公表されていた

が，２００１年の数値を最後に公表されていない。

２ 本稿では基本的に，「おこなう」という語を平仮名表記しているが，定義や引用文については原文通りの

表記とするため「行う」と表記することがある。

３ 同商品を他小売業態では一般的にプライベートブランド商品とよぶが，コンビニエンスストアではオリ

ジナル商品とよんでいる。コンビニエンスストアでは一般的な加工食品だけでなく，弁当，おにぎり，サ

ンドイッチ，レジ周辺のファストフードの売上構成比が高く，それらが他チェーンとの差別化商品である

ことからオリジナル商品とよばれている。

４ 著者の実家は１９８６年から２００６年にかけて，某洋菓子のフランチャイズチェーンに加盟していた。同

チェーンのフランチャイズ展開の開始早々に加盟したため，品揃えも余り多くなく売り場面積も小さかっ

た。しかしながら同チェーンが成長・発展するに伴い，同面積を拡大するか２店舗目を経営しない限り，

近くに新たな加盟店を出店すると本部からいわれたことがある。フランチャイズチェーン展開する本部企

業にとって新規出店が成長・発展につながるが，本部と経営主体が別である加盟店にとって他の加盟者が

近くに出店することは売上減少につながるものであり，それを防ぐために同面積を拡大したり，２店舗目

を経営することは人的・資金的な面からも制約が大きく容易なことでない。すなわち成長・発展を目指す

ために新規出店を図る本部と加盟店との間に対立関係が発生することを示している。

５ セブン―イレブンは売上総利益，ファミリーマートは営業総利益，ローソンは総荒利益高という用語で異

なっているが，基本的には同じ利益である。

６ 中小小売業で商売を始めたばかりの頃は，開店セールに伴う新聞折り込みチラシ費用，人件費，その他

様々な出費で月々の収支は赤字となることが多く，その結果として仕入代金の支払いに苦労することが多

い。コンビニエンスストア本部のオープンアカウント制度による資金の貸し付けは，加盟店が経営に専念

できる点で大きな支援といえる。

７ この数値は各コンビニエンスストア本部が加盟店から得た１年間の営業収入額を加盟店売上高で除した

数値である。加盟店からの営業収入とはセブン―イレブンの場合には Aタイプと Cタイプ，さらに経営委

託店から受け取るロイヤルティが混在しており，Cタイプの加盟店が多いほど売上高ロイヤルティ率は高

くなる。

８ 金氏は粗利益分配方式としており，システムという語は付けていない。

９ 金顕哲（２００１）『コンビニエンス・ストア業態の革新』有斐閣。金顕哲（２００５）「コンビニエンスストア

の革新」伊藤元重編『日本の産業システム⑥ 新流通産業』NTT出版。本節はこの２文献を参照して執

筆している。

１０ ３つ以外に，ショッピングセンターの賃料設定として利用されている固定賃料プラス売上歩合制，すな

わち定額方式に売上分配方式を加味した定額プラス売上分配方式ロイヤルティも考えられる。この変形が

セブン―イレブンの Cタイプのロイヤルティと考えてよい。ロイヤルティシステムではないが，著者の実

家が加盟していた某洋菓子チェーンはチェーン本部が自社工場で製造しており，製造原価に一定の利益を
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加えた価格で加盟店に卸売りすることにより利益を確保するという形態もある。

１１ 高岡美佳（１９９９）「日本のコンビニエンス・ストアの成長過程における資源補完メカニズム ―フラン

チャイズ・システムの採用」『経営史学』第３４巻第２号。高岡美佳（２００５）「戦後の日本における小売業

発展のダイナミズム」伊藤元重編『日本の産業システム⑥ 新流通産業』NTT出版。本節はこの２文献

を参照して執筆している。金氏も前掲書ならび前掲論文において，この２説の有効性を説いている。

１２ セブン―イレブン・ジャパン（１９９１）『セブン―イレブン・ジャパン 終りなきイノベーション１９７３―

１９９１』セブン―イレブン・ジャパン。イトーヨーカ堂編（２００７）『変化対応―あくなき創造への挑戦』イ

トーヨーカ堂。

１３ セブン―イレブンでは同指導員をオペレーションフィールドカウンセラーとよぶが，他のコンビニエン

スストア本部ではスーパーバイザーとよんでいる。

１４ 高岡氏（１９９９）によると，セブン―イレブンの Cタイプ店の場合，１店舗あたり５８１５～８４８０万円と試算

されている。高岡美佳（１９９９）「日本のコンビニエンス・ストアの成長過程における資源補完メカニズ

ム―フランチャイズ・システムの採用」『経営史学』第３４巻第２号。
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